
資料５

高知県水防計画書新旧対照表
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令和５年度からの主な変更点

１ 気象庁が発表する警報・注意報の基準の改定及び津波警報等の連絡系統見直し

（１）第３章 予報及び警報 第１節 気象庁が行う予報および警報（P24～25，P27～28，P32～33，P35～36）

２ 四国地方整備局 災害対策用機械保有一覧の更新

（１）第５章 協力及び応援 第８節 四国地方における国土交通省の応援（P75）

３ 水防法の改定

（１）第１１章 水防法 第三章 水防活動（P127）

４ 江ノ口川・浦戸湾・下田川水門操作規定の改訂

（１）第１３章 ダム・水門等の操作（P229，236，242～243）
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P24
第 3章
予報及び

警報

第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P25
第 3章
予報及び

警報

第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P27
第 3章
予報及び

警報

第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P28
第 3章
予報及び

警報

第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P32
第 3章
予報及び

警報

第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P33
第 3章
予報及び

警報

第 1節
気象庁が

行う予報

および警

報
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P35
第 3章
予報及び

警報

第 2節
洪水予報

河川にお

ける洪水

予報
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P36
第 3章
予報及び

警報

第 2節
洪水予報

河川にお

ける洪水

予報
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P75
5章
協力及び

応援

第 8節
四国地方

における

国土交通

省の応援
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

P75
5章
協力及び

応援

第 8節
四国地方

における

国土交通

省の応援
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

（情報の提供の求め等）

第十一条の二 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行

うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周

知に係る河川の水位又は流量に関する情報であつて、第十条第二項の規定

により国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれ

を予測する過程で取得したものの提供を求めることができる。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定す

る情報を当該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。

３ 前項の規定による情報の提供については、気象業務法（昭和二十七年法

律第百六十五号）第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。

（水位の通報及び公表）

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪

水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しく

は第十一条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示

す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況

を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければ

ならない。

P127
第 11章
諸法規

水防法

（新設）

（水位の通報及び公表）

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪

水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しく

は前条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水

位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、

都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければなら

ない。
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

（警戒体制）

第 2条 高知土木事務所長（以下「所長」という。）は、次の各号のいずれか

に該当する場合は、規則第 7条第 2号又は第 3号の規定により警戒体制（同

条に規定する警戒体制をいう。以下同じ。）をとらなければならない。

⑴ 江ノ口川水門の外水位（以下「外水位」という。）が DL プラス 1.8 メー

トル以上であって、気象、水象、潮の干満等の状況により、なお相当の潮

位の上昇が予想されるとき。

全部改正〔平成 20 年 3 月訓令 2号〕

⑵ 江ノ口川水門の直近における波の振幅が 0.5 メートルを超える状況であ

って、地震の程度又は気象、水象、潮の干満等の状況により、なおこれ以上

の振幅のある波の再来が予想されるとき。

全部改正〔平成 20 年 3 月訓令 2号〕

⑶ 台風（河川又は海岸に相当の被害をもたらすと予想されるものに限る。

次条第１項第３号において同じ。）の中心が東経 125 度から 140 度までの間

において北緯 26 度に達したとき。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 13 号〕

P229
第 13章
ダム・水門

等の操作

○江ノ口

川水門操

作規程

（警戒体制）

第 2 条 高知土木事務所長（以下「所長」という。）は、次の各号のいずれか

に該当する場合は、規則第 7条第 2号又は第 3号の規定により警戒体制（同

条に規定する警戒体制をいう。以下同じ。）をとらなければならない。

⑴ 江ノ口川水門の外水位（以下「外水位」という。）が DL プラス 1.8 メー

トル以上であって、気象、水象、潮の干満等の状況により、なお相当の潮

位の上昇が予想されるとき。

全部改正〔平成 20年 3月訓令 2号〕

⑵ 江ノ口川水門の直近における波の振幅が 0.5 メートルを超える状況であ

って、地震の程度又は気象、水象、潮の干満等の状況により、なおこれ以上

の振幅のある波の再来が予想されるとき。

全部改正〔平成 20年 3月訓令 2号〕

⑶ 台風の中心が東経 125 度から 140 度までの間において北緯 26 度に達し

たとき。
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

（警戒体制）

第 2条 高知土木事務所長（以下「所長」という。）は、次の各号のいずれか

に該当する場合は、規則第 6条第 2号又は第 3号の規定により警戒体制（同

条に規定する警戒体制をいう。以下同じ。）を執らなければならない。

⑴～⑵ 略

⑶ 台風（河川又は海岸に相当の被害をもたらすと予想されるものに限る。

次条第１項第３号において同じ。）の中心が東経 125 度から 140 度までの間

において北緯 26 度に達したとき。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 15 号〕

P236
第 13章
ダム・水門

等の操作

○浦戸湾

水門等操

作規程

（警戒体制）

第 2 条 高知土木事務所長（以下「所長」という。）は、次の各号のいずれか

に該当する場合は、規則第 6条第 2号又は第 3号の規定により警戒体制（同

条に規定する警戒体制をいう。以下同じ。）を執らなければならない。

⑴～⑵ 略

⑶ 台風の中心が東経 125 度から 140 度までの間において北緯 26 度に達し

たとき。
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

（警戒体制）

第 2条 中央東土木事務所長（以下「所長」という。）は、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、規則第４条第２号又は第３号の規定により高潮警戒

体制等（同条に規定する高潮警戒体制等をいう。以下同じ。）をとらなけれ

ばならない。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

⑴ 略

⑵ 高知地方気象台後免観測所において観測された連続雨量が 100 ミリメー

トル又は 1時間雨量が 20ミリメートルに達した後、なお相当の降雨が予想

されるとき。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

⑶ 台風（河川又は海岸に相当の被害をもたらすと予想されるものに限る。

次条第１項第２号において同じ。）の中心が東経 125 度から 140 度までの間

において北緯 26 度に達したとき。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

⑷ 略

2 所長は、規則第 4条の規定により高潮警戒体制等をとった場合における職

員の招集、作業分担、配置その他必要な事項をあらかじめ定めておかなけ

ればならない。

一部改正〔平成 29年 4月訓令 6 号〕

一部改正〔平成 29年 4月訓令 6 号〕

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

P242
第 13章
ダム・水門

等の操作

○下田川

水門等操

作規程

（警戒体制）

第 2条 規則第 4 条第 2号及び第 3 号に規定する場合は、次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。

⑴ 略

⑵ 下田川水門地点の連続雨量が 100 ミリメートル又は 1 時間雨量が 20 ミ

リメートルに達した後、なお相当の降雨が予想されるとき。

⑶ 台風の中心が東経 125 度から 140 度までの間において北緯 26 度に達し

たとき。

⑷ 略

2 中央東土木事務所長（以下「所長」という。）は、規則第 4条の規定によ

り高潮警戒体制又は洪水警戒体制（以下「高潮警戒体制等」という。）をと

った場合における職員の招集、作業分担、配置その他必要な事項をあらか

じめ定めておかなければならない。

一部改正〔平成 29 年 4 月訓令 6号〕

一部改正〔平成 29 年 4 月訓令 6号〕
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

（高潮警戒体制等の解除）

第 3 条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第７条の規定

により高潮警戒体制等を解除しなければならない。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

⑴ 潮位が TP プラス 0.8 メートル以下となり、以後上昇のおそれがないと認

められるとき。

⑵ 台風の中心が東経 125 度から 140 度までの間を外れ、又は東経 125 度か

ら 140 度までの間において北緯 35 度に達し、以後潮位又は小久保川水位が

異状に上昇するおそれがないと認められるとき。

⑶ 小久保川水位がTPプラス0.5メートル以下となり、以後上昇のおそれがな

いと認められるとき。

2 所長は、規則第７条の規定により高潮警戒体制等を解除したときは、土木

部河川課、南国市及び高知市に連絡しなければならない。

一部改正〔平成 19年 4月訓令 18 号〕

一部改正〔平成 19年 4月訓令 18 号〕

一部改正〔令和 6 年 4 月訓令 14号〕

（塩水の遡上の防止）

第 4 条 所長は、潮位が TP プラス 0.7 メートルを超えるおそれがある場合

は、規則第８条第１項の規定により塩水の遡上を防止しなければならない。

一部改正〔平成 29年 4月訓令 6 号〕

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

P242
第 13章
ダム・水門

等の操作

○下田川

水門等操

作規程

（高潮警戒体制等の解除）

第 3条 規則第 7 条に規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合

とする。

⑴ 潮位が TP プラス 0.8 メートル以下となり、以後上昇のおそれがないと認

められるとき。

⑵ 台風の中心が東経 125 度から 140 度までの間を外れ、又は東経 125 度か

ら 140 度までの間において北緯 35 度に達し、以後潮位又は小久保川水位が

異状に上昇するおそれがないと認められるとき。

⑶ 小久保川水位がTPプラス0.5メートル以下となり、以後上昇のおそれがな

いと認められるとき。

2 所長は、高潮警戒体制等を解除したときは、土木部河川課、南国市及び高

知市に連絡しなければならない。

一部改正〔平成 19 年 4 月訓令 18 号〕

一部改正〔平成 19 年 4 月訓令 18 号〕

（塩水の遡上の防止）

第 4 条 規則第 8 条第 1 項に規定する場合は、潮位が TPプラス 0.7 メートル

を超えるおそれがある場合とする。

一部改正〔平成 29 年 4 月訓令 6号〕
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

（ゲートの操作の方法）

第 5 条 ゲートは、通常電源により操作するものとし、通常電源が故障した

ときは予備電源により、通常電源及び予備電源が故障したときは手動によ

り操作するものとする。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

2 下田川水門のゲートを操作する場合は、一方のゲートを始動した後 15 秒

以上を経過しなければ、他方のゲートを始動してはならない。

3 規則第６条第２号の規定による洪水警戒体制の下における小久保川樋

（ひ）門のゲートの開放は、吸水槽に取り付けられた水位計の水位が TP プ

ラス 0.7 メートル以下である場合に行うものとする。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

（点検及び整備）

第 6条 規則第 13 条に規定する点検及び整備は、所長が別に定める要領によ

り行うものとする。

P243
第 13章
ダム・水門

等の操作

○下田川

水門等操

作規程

（ゲートの操作の方法）

第 5条 ゲートは、通常電源により操作するものとし、通常電源が故障のと

きは予備電源により、通常電源及び予備電源が故障のときは手動により操

作するものとする。

2 下田川水門のゲートを操作する場合は、一方のゲートを始動した後 15 秒

以上を経過しなければ、他方のゲートを始動してはならない。

3 洪水警戒体制の下における小久保川樋（ひ）門のゲートの開放は、吸水槽

に取り付けられた水位計の水位が TP プラス 0.7 メートル以下である場合

に行うものとする。

（点検及び整備）

第 6 条 規則第 13 条に規定する点検及び整備は、所長が別に定める要領によ

り行うものとする。
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令和６年度水防計画書（案）

R５
計画書

のページ

令和５年度水防計画書 備考

（報告事項等）

第 7 条 所長は、次に掲げる場合は、速やかにその状況を知事に報告しなけ

ればならない。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

⑴ 規則第 4 条の規定により高潮警戒体制等をとったとき及び規則第 7 条の

規定によりこれを解除したとき。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

⑵ 規則第 6条、第８条第１項又は第 12 条の規定により水門等の操作を行っ

たとき。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

⑶ 水門等若しくは水門等の附属施設又は水門の上流若しくは下流に異常を

認めたとき。

2 所長は、水門等の管理月報を翌月 10 日までに知事に提出しなければなら

ない。

（雑 則）

第 8 条 所長は、この規程を実施するために必要がある場合は、水門等の操

作実施要領（次項において「操作実施要領」という。）を定めることができ

る。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

2 所長は、前項の規定に基づき操作実施要領を定め、又は当該操作実施要領

を変更したときは、知事に報告しなければならない。

一部改正〔令和 6年 4月訓令 14 号〕

P243
第 13章
ダム・水門

等の操作

○下田川

水門等操

作規程

（報告事項等）

第 7条 所長は、次の各号に掲げる場合は、速やかにその状況を知事に報告

しなければならない。

⑴ 規則第 4 条の規定により高潮警戒体制等をとったとき、又は規則第 7 条

の規定によりこれを解除したとき。

⑵ 規則第 6 条、第 8 条又は第 12 条の規定により水門等の操作を行ったと

き。

⑶ 水門等若しくは水門等の附属施設又は水門の上流若しくは下流に異常を

認めたとき。

2 所長は、水門等の管理月報を翌月 10 日までに知事に提出しなければなら

ない。

（雑 則）

第 8条 所長は、この規程を実施するために必要がある場合は、水門等の操

作実施要領を定めることができる。

2 所長は、前項に規定する要領を定めたとき、又は変更したときは、知事に

報告しなければならない。
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